
ベトナム社会主義共和国 
独立	-	自由	-	幸福	
------------------------------------	

ハノイ, 2019年 1月 3日 
試用期間契約 

番号: 19/HĐTV-MNB 
**間で結ばれた:**	

**会社名:**	ABC 株式会社	

**住所:**	東京都港区虎ノ門 1-1-1	

**代表者:**	山田太郎	

**役職:**	代表取締役	

**国籍:**	日本	

**住所:**	東京都港区虎ノ門 1-1-1,	701 号室	

**税コード:**	0106**5090	

**相手方:**	

**名前:**	佐藤花子	

**生年月日:**	1988 年 12 月 12 日	

**性別:**	女性	

**ID 番号:**	123456789	

**発行日:**	2012 年 6 月 12 日,	東京警察署	

**住民登録地:**	東京都新宿区新宿 1-1-1	

**現住所:**	東京都新宿区新宿 2-2-2	



両者は以下の条件でこの試用期間契約を締結し、これに従うことを約束します:	

第 1条: 職務と勤務地 
1)	**職務:**	

			-	**役職:**	税務会計士	

			-	**職務内容:**	

					+	企業内で発生する請求書や書類の収集および処理。	

					+	税法に基づく各種税務報告書の作成。	

					+	取締役会からの他の指示に従って業務を遂行する。	

2)	**従業員の勤務地:**	

			-	会社本社:	東京都港区虎ノ門 1-1-1,	701 号室	

第 2条: 試用期間の契約期間 
-	**試用期間:**	30 日間	

-	**開始日:**	2019 年 1 月 3 日から 2019 年 2 月 1 日まで	

第 3条: 労働時間と休憩時間 
1)	**労働時間:**	

			-	**1 日:**	8 時間/日	

					+	午前:	8:00 から 12:00 まで	

					+	午後:	13:30 から 17:30 まで	

			-	**1 週間:**	5 日間/週（月曜日から金曜日）	

2)	**休憩時間:**	

			-	**毎週:**	日曜日休み	

			-	**祝日と個別休暇:**	労働法に従う	

第 4条: 従業員の権利と義務 
I.	**権利:**	

			1.	**給与と支援:**	

						-	試用期間中の給与:	4,500,000	VND（実際の勤務日数に基づいて計算）	



						-	昼食手当:	20,000	VND/日	

			2.	**給与支払い方法:**	時間給	

			3.	**給与支払い期限:**	試用期間の最終日に支払われる（2019 年 2 月 1 日）	

II.	**義務:**	

			-	この試用期間契約の第 1 条に定められた職務を完了すること。	

			-	生産業務の指示、労働規律、安全衛生を遵守すること...	

第 5条: 使用者の義務と権利 
1.	**義務:**	

			-	雇用を確保し、試用期間契約で約束された事項を完全に履行すること。	

			-	試用期間契約に従って従業員の待遇と福利厚生を完全かつ適時に支払うこと。	

2.	**権利:**	

			-	従業員に契約に基づく業務を完了させる（配置、転勤、一時停止）	

			-	法律および会社の労働規則に従って労働契約を一時停止または終了し、従業員を懲戒
する。	

第 6条: 実施条項 
-	この労働契約に記載されていない労働に関する問題は、会社の労働規則および給与・
賞与規則に従う。	

-	試用期間の終了:	試用期間の終了の 3 日前までに、使用者は従業員に試用業務の結果を
通知する。試用業務が要求を満たす場合、試用期間の終了時に、使用者は従業員と 24
ヶ月の期間を有する有期限労働契約を締結する。	

-	この労働契約は 2 部作成され、各当事者が 1 部を保管し、2019 年 1 月 3 日から有効
とする。労働契約の付属書を締結する場合、付属書の内容はこの労働契約の内容と同じ

効力を持つ。	

この契約は 2019 年 1 月 3 日に会社本社で作成された。	

従業員	
（署名）	
フルネーム	

使用者	
（署名・印）	
フルネーム	

	 	



	


